
　都内に事業所・事務所があり、法律で定めら
れた事業を行う個人に課税されます。
※ 所得税の確定申告をすれば、個人事業税の申告は不
要です

問合せ　荒川都税事務所　☎（３８０２）８１１４

個人事業税の申告

●初回交付が無料
●顔写真付きの身分証明書として利用可
● 全国約５万か所のコンビニエンスストアで
住民票等の証明書が取得可（利用者用電子
証明書の搭載が必要です）

● e
イ ー タ ッ ク ス

－Ｔａｘが利用可（署名用電子証明書の
搭載が必要です）

マイナンバーカードの便利な機能等

　パソコンやスマートフォンから、インター
ネットに接続して利用できるサービスです。
● 国民年金保険料のワンクリック免
除申請
● 医療費控除申告手続きの簡素化
● 子育てワンストップサービス　等

平成29年７月以降に始まる
「マイナポータル」でのサービス

問合せ 荒川区マイナンバーコールセンター　☎０１２０（０１）１７１２　※午前８時30分～午後８時

マイナンバーカードのご利用をのご利用を 　マイナンバーには、多くの機能があり、今後も便利なサービスの
提供を予定しています。

　カードの交付には、申請してから１～
２か月かかりますので、早めに申請して
ください。
　また、カードの受け取りには予約が必
要です（平日は予約が取りやすい状況に
改善されています）。

　カードの申請はお早めに！

学童クラブ名 所在地 電話番号
南千住四丁目 南千住4-9-7 トミンタワー南千住四丁目内 （３８９１）６５１７
☆二瑞小 南千住5-8-1 第二瑞光小学校内 （３８０５）４４３１
☆三峡小★ 荒川1-43-1 第三峡田小学校内 （３８０１）６０８２
☆二峡小★ 荒川2-30-1 第二峡田小学校内 （３８９１）９７８０
◇◎峡田 荒川3-3-10 峡田ふれあい館内 （３８０７）２９００
◎花の木 荒川5-50-5 花の木ひろば館内 （３８１９）２１８１
☆九峡小★ 荒川6-8-1 第九峡田小学校内 （３８１９）７９３１
☆◎大門小 町屋4-27-8 大門小学校内 （３８９５）４３１６
☆◎七峡小 町屋8-19-12 第七峡田小学校内 （３８９５）４７９６
☆◎尾久西小 西尾久5-27-12 尾久西小学校内 （３８９３）０１０９
◇西尾久 西尾久8-33-31 西尾久ふれあい館内 （３８１０）７８１３
☆二日小★ 東日暮里5-2-1 第二日暮里小学校内 （３８９１）５９７１
☆◎六日小 西日暮里6-35-16 第六日暮里小学校内 （３８９３）３８２０
※ （仮称）日暮里学童クラブ開設の準備を進めています。追加申請（小学４～６年生を含む）を受け付け
ますので、詳細は西日暮里二丁目学童クラブ（☎〈３８０６〉４２５９）にお問い合わせください
【記号の説明】
☆… 放課後子ども総合プランを実施（にこにこすくーると一体型の運営）
◇… 連携型の放課後子ども総合プランを実施（学校休業日を中心に近隣のにこにこすくーると連携）
◎… 高学年指定学童クラブ（小学４～６年生も申し込めます）
★…定員に十分な余裕があるため平成29年度は、小学 ４～６年生も申し込めます

４月１日㈯～平成30年３月31日㈯
※㈰・㈷、年末年始等を除く

利用期間

２月27日㈪～３月８日㈬申込期間

児童青少年課　☎内線３８３２問 合 せ

各学童クラブ・区役所２階児童青少年課で配付する申請
書等（荒川区ホームページからダウンロード可）に必要
事項を記入し、第１希望の学童クラブへ
※ お子さんの通う学校ごとに選択できる学童クラブが異なります
※ 一部の学童クラブでは、保護者の就労状況等の要件を満たす場
合、小学４～６年生も申し込めます

申請方法

学童クラブ利用の追加申請を受け付け
　保護者が働いている等の理由で放課後に家庭での保護が難しい区
内在住の小学生を対象に、遊びと生活の場を提供します。

平成29年度

申告書の
提出期限

▶所得税・贈与税   ３月15日㈬まで
▶個人事業者の消費税及び地方消費税   ３月31日㈮まで所得税等 確定申告の

※確定申告書を提出した方は、住民税の申告は必要ありません 荒川税務署　☎（３８９３）０１５１問合せ

 ▶e
イ ー タ ッ ク ス

-Taxを利用して送信
 ▶郵便または信書便で提出
※ 申告書の「控え」に税務署の受領印が必要
な方は、「控え」にも記載し、切手を貼っ
た返信用封筒を同封してください

確定申告書の提出方法

荒川税務署での相談

期間　２月16日㈭～３月15日㈬
※㈯・㈰を除く
時間　午前９時15分～午後５時
※受け付けは、午前８時30分から

日曜日の申告書作成会場

 期日　２月19日・26日の㈰
時間　午前９時15分～午後５時
※受け付けは、午前８時30分から
会場　王子税務署（北区王子３-22-15）
※荒川税務署では執務を行っていません
税目　 所得税及び復興特別所得税、個人事業

者の消費税及び地方消費税、贈与税
内容　 申告相談、申告用紙の配付、申告書の

受付

http://www.nta.go.jp/
国税庁ホームページアドレス

確定申告書の作成は
国税庁ホームページをご利用ください

 　確定申告書等作成コーナーの画面案内に従
って金額等を入力すると、税額などが自動計
算され、申告書を作成することができます。

マイナンバーの記載について

 　社会保障・税番号制度（マイナンバー制
度）の導入に伴い、税務署へ提出する申告書
や申請書等にはマイナンバーの記載と本人確
認書類の提示または写しの添付が必要です。

納税もお忘れなく

 　現金で納付する場合は、申告書の提出期限
が納期限です。現金に納付書を添えて金融機
関や税務署で納付してください。
※ 申告書の提出後に納付書の送付や納税のお
知らせはありません

公的年金等の受給者の方へ

 　公的年金等の収入金額の合計額が400万円
以下で、かつ、その公的年金等の全部が源泉徴
収の対象となる場合において、公的年金等に

復興特別所得税をお忘れなく

 　平成25年～49年までの各年分について、
基準所得税額に2.1％を乗じて計算し、所得
税と併せて申告・納付してください。

 記帳・帳簿等の保存制度の対象者が拡大

 　個人で事業や不動産貸付等を行うすべての
方は、記帳と帳簿等の書類の保存が必要です。

係る雑所得以外の所得金額が20万円以下の
場合は、所得税の確定申告は必要ありません。
※ 所得税の還付を受ける場合や、上場株式等
の譲渡損失を翌年以後に繰り越す場合に
は、確定申告書を提出する必要があります

※住民税の申告が必要な場合があります

小規模納税者・年金受給者・給与所得者向け
「税理士による所得税・消費税の無料申告相談」

※受け付け終了は、各終了時刻の30分前
※午前９時以前の来場はご遠慮ください

▶ 午前９時30分～正午
▶ 午後１時～４時時　間

会場 期日
サンパール荒川３階小ホール ２月７日㈫・８日㈬
アクト21地下ホール ２月13日㈪・14日㈫
区役所３階304・305会議室 ２月14日㈫・15日㈬

南千住駅前ふれあい館洋室１・２・３
※ 確定申告用紙等の配布や申告書の受け付け
は行いません

会　場

東京税理士会荒川支部
☎（３８００）５５７７問合せ

▶ 午前10時30分～午後０時
30分
▶午後１時30分～３時30分

時　間

期　日 ２月23日㈭

　税理士記念日（２月23日）事業として、税の無料
相談会を行います。直接会場へお越しください。税 無無 料料 相相 談談 会会のの
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